
 

 

■養育医療給付の概要 

入院治療を必要とする養育医療の対象児に対して、指定養育医療機関において、その養育に

必要な医療を給付。保護者の所得に応じて一部自己負担金あり。 
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■平成２９年度当初予算要求 

 

養育医療給付の一部自己負担金無料化（案） 

対象児の保護者 養育医療指定医療機関 

対象児 

出生時体重が 2,000g 以下などにより、医師が入院

養育を必要と認めた堺市内に居住する乳児 

①出生 

・入院 

 
医療費 
の請求 

⑥ 

   ② 

申請 
書類 
提出 

￥ 
⑦医療費 
支払 

堺市役所 

⑧一部自己 

負担金請求 

￥ 
⑨一部自己 

負担金 
納入 

養育医療対象児の保護者の 

一部自己負担金を免除(※)し 

当該医療に要する医療費を無料化 

※平成 2９年 4 月以降診療分から対象。 

平成 25 年 3 月以前診療分は、 

従前どおり一部自己負担金が発生。 

●経済的負担軽減 

⑤受療 

 
医療券 
提出 

④ 

③給付決定 

医療券送付 


